
平成 21年 3 月 10日 

 

千葉県建設関連委託業務団体「五団体交流会」会員 各位 

 

建設関連委託業務を巡る諸問題に関する公開質問状及び回答について 

 

千葉県建設関連委託業務団体「五団体交流会」 

代表幹事 千葉県補償コンサルタント協議会 

       会 長  横 打   研 

構成団体 社団法人千葉県測量設計業協会 

      会 長  岡 田 忠 次 

     千葉県建設コンサルタント業協会 

      会 長  富 田 晃 弘 

千葉県補償コンサルタント協議会 

      会 長  横 打   研 

     千葉県地質調査業協会 

     会 長  熱 田 和 敏 

    千葉県測量設計事業協同組合 

      理事長  中 嶋 敏 夫 

 

 ３月１２日告示、２９日投票の千葉県知事選挙には、白石ますみ関西大学教授、西

尾憲一県議会議員、八田英之社会福祉法人理事長、森田健作元衆議院議員、吉田平元

いすみ鉄道社長の５名が立候補表明を行なっております。 

 

 千葉県をはじめとする地方自治体の財政状況は非常に厳しいものがあり、公共事業

関係予算も大幅に減額となるなど、私ども委託業界を取り巻く環境は、企業経営はも

とより雇用の維持、技術の伝承において極めて深刻な事態となっております。 

 

 このようななか、特に会員に関係の深い、委託業界を取り巻く環境を選挙の争点と

して提示し、より良い千葉県政を進めていただくために、立候補予定者に別紙（下記）

のとおり公開質問状を２３日付けで提出し、９日までに回答をいただきました。 

 

 この質問状の回答により、会員が立候補予定者の政策について理解を深め、あわせ

て県政への関心を高め、知事選挙においてより適切な判断を下すとともに、立候補予

定者の方々が千葉県の現状と未来に対する政策の立案と実行の一助とされ、より良い

千葉県政の実現に繫がることを願うものであります。 

 

 なお回答は、アイウエオ順で敬称略とし、原文どおりであります。 

 



（別紙） 

平成 21年 2 月 23日 

 

千葉県知事選挙利候補予定者 様 

 

建設関連委託業務を巡る諸問題に関する公開質問状 

 

 

千葉県建設関連委託業務団体「五団体交流会」 

代表幹事 千葉県補償コンサルタント協議会 

       会 長  横 打   研 

 

構成団体 社団法人千葉県測量設計業協会 

      会 長  岡 田 忠 次 

     千葉県建設コンサルタント業協会 

      会 長  富 田 晃 弘 

千葉県補償コンサルタント協議会 

      会 長  横 打   研 

     千葉県地質調査業協会 

     会 長  熱 田 和 敏 

    千葉県測量設計事業協同組合 

      理事長  中 嶋 敏 夫 

 

千葉県知事選挙に立候補をご予定の皆様におかれましては、益々ご多忙の毎日と存

じます。 

 私ども、建設関連委託業務団体「五団体交流会」は、千葉県内の標記５団体を構成

員として、平成 14年１月、主として公共事業に関連する委託業務団体における情報

の交換及び地域社会貢献並びに会員の資質向上のための活動を効果的に実施すると

ともに、公共事業者である千葉県をはじめとする関係機関に提案並びに要望活動を実

施するために設立をいたしました。 

 現在、千葉県をはじめとする地方自治体の財政状況は非常に厳しいものがあり、公

共事業関係予算も大幅に減額となるなど、私ども委託業界を取り巻く環境は、企業経



営はもとより雇用の維持、技術の伝承等において極めて深刻な事態となっております。 

つきましては、このたびの千葉県知事選に立候補をご予定の皆様に、当面する次の

事項についてご見解をうかがい、選挙の資料とさせていただきたく、本書面の通り、

公開質問状を提出させていただく次第です。 

ご多忙の折から大変恐縮ではございますが、事情ご賢察のうえ、私たちの質問に対

するご見解を、ご回答くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、本質問状及びご回答につきましては、各団体ホームページや会報、報道機関

等を含め公開させていただきますのでご了承ください。 

 

参考）千葉県建設関連委託団体「五団体交流会」 構成団体の概要 

団体名 
会員数 

（企業数） 

職員数 

（概数） 
目的とする業務の範囲 

社団法人 

千葉県測量設計業協会 
88社 1,157 名 

公共事業の計画・設計・買収

等のための測量、道路・河川・

公園・下水道等公共施設維持

管理のための測量業務等 

千葉県 

建設コンサルタント業協会 
35社 765名 

公共事業の計画のための設

計、工事のための設計等の業

務等 

千葉県 

補償コンサルタント協議会 
87 社 1,009 名 

公共事業により移転等を要す

る物件等の調査算定交渉等の

業務等 

千葉県地質調査業協会 26社 248名 

公共事業の計画のための地質

調査、工事のための地質調査

等の業務等 

千葉県 

測量設計事業協同組合 
52社 769名 

上記、４業種の共同受注のた

めの中小企業等組合法に基づ

く協同組合で官公需適格組合 

合計（延べ） 288 社 3,948 名  

 

回答方法及び返送先 

 

次葉以降に直接ご記入いただくか、適宜の別紙にてご回答ください。 

同封の封筒により、平成 21年 3 月 9 日（月）までに、下記の五団体交流会代表幹事

団体までご返送をお願いいたします。 

 

〒260- 0013 千葉市中央区登戸 1- 23- 16 六羊ビル 

千葉県補償コンサルタント協議会 

電話 043- 203- 6260、E- Mail  jimukyoku@ccca.gr.jp



 

建設関連委託業務を巡る諸問題に関する公開質問事項及び回答 

 

 

 ⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡ 

 

 ここ十数年、公共事業は「冬の時代」とも言われております。年々公共事業費が削

減され、その状況は次のグラフに見るとおりです。 

 

  

私ども建設関連委託業務団体「五団体交流会」といたしましても、決して無駄な公

共事業の実施や継続を望むわけではありません。しかしながら、子供やお年寄りが安

心して暮らせる社会は、公共交通や施設、計画的なまちづくりや災害に強い地域づく

り等、社会保障費のばら撒きよりも、社会資本の適切な整備による基盤があってこそ

成り立つものであると考えております。にもかかわらず、公共事業パッシングともい

うべき一連のマスコミを利用したキャンペーンの結果として、必要な社会資本整備が

なおざりにされていることは誠に遺憾であります。 

さらに、昨今の雇用不安の大きな一因は、外需だけに頼り、内需を顧みなかった結

果ともいえるのではないか、このような時代にこそ、内需と雇用とを喚起する施策が

必要であると考えておるところであります。 

 

 公共事業に対して、貴殿のお考えに近いものにいくつでも○をしていただき、公共

事業推進の場合の基本的な方針や財源確保等について、削減のお立場の場合は社会資

本整備・維持・管理について今後どうすべきか等、具体的なご見解があればお聞かせ

ください。 

 



   ａ．公共事業は、積極的に推進していく 

   ｂ．公共事業は、必要最小限のものだけを実施する 

   ｃ．公共事業は、無駄である 

   ｄ．公共事業は、談合の温床である 

   ｅ．公共事業は、政治家の利益誘導の道具である 

   ｆ．公共事業は、地域の雇用を確保するために必要である 

   ｇ．公共事業は、とにかく安価であればよい 

   ｈ．公共事業は、その成果の品質の確保が大切である 

   ｉ．公共事業は、構造的な無駄・非効率を改善すればまだまだ実施できる 

   ｊ．公共事業よりも社会保障など他にやるべきことがある 

   ｋ．千葉県内の社会資本は十分であり、これ以上整備する必要がない 

 

 a b c d e f  g h i  j  k 

白石ますみ            

西尾 憲一      ○  ○ ○   

八田 英之 ○       ○ ○   

森田 健作  ○          

吉田 平  ○          

 

    具体的なご見解（公共事業全体に関する事項、等） 

白石ますみ  公共事業については、千葉県発展のために必要な事業につい

ては、厳しい財政状況ではありますが、実施していくべきであ

ると考えています。 

 厳しい経済状況を改善していくため、景気浮揚策の一つとし

ての社会資本整備、公共事業の前倒し実施などは景気浮揚策と

して十分効果のあるものであると考えています。 

西尾  憲一  設問枝だけを選ぶ回答であれば、f 、h、i の 3 項目に○を付

けさせて頂きます。しかし、公共事業全般についてどうあるべ

きかの見解の視点で見れば、選択枝も尐し変わるとは思いま

す。以下西尾憲一の見解を述べさせて頂きます。 

 公共事業を積極的に進めること自体責められる理由はあり

ません。 

 無駄、談合、利益誘導といった事象を抱え込む公共事業計画

を組み立てる不透明な手続きに問題があるのであって、公共事

業そのものに問題があるのではありません。又、公共事業需要

に、必要最小限のボーダーラインで線引き出来る性質はない筈

です。私西尾憲一は、公共事業需要予測と事業決定の有り方に

問題があると考えています。県レベルの公共事業需要情報の多



くは、市町村レベルの首長、県議、国会議員の陳情要望によっ

てもたらせるといった流れにあります。このルール自体は否定

しませんが、往々にして公共工事後の公共投資評価ルール及

び、成果の品質確保、手続きの透明化ルールが抜けています。 

 公共工事が無駄と云われる大半は、無駄化させている事後管

理評価が出来ていないからです。私西尾憲一は、公共投資を負

担する担税者としての県民からの、監視システムを強化した公

共事業計画決定でありたいと思います。 

八田 英之  公共事業は安心・安全な住みよい地域づくりのために重要で

あり、地域の雇用の場としても大きな役割を果たしています。

こうした暮らしに役立つ公共事業は積極的に推進する必要が

あり、これは社会保障と対立させるべきものではありません。

千葉県の公共事業の現状は、こうした暮らしのための事業より

も、不要・不急な巨大開発関連の事業が中心におかれていると

ころに最大の問題があります。水余りなのにダム建設、過大な

人口想定にもとづく都市開発、道路は生活道路より高速道路優

先等々、その歪みはきわだっています。こうした歪みを正し、

巨大開発型から生活・環境型に転換して、学校防災、生活道路、

県営住宅、福祉施設増設などを大いにすすめる必要があると考

えます。 

森田 健作  本来、県民が必要としているものについては行うべきであ

り、安易に事業を行うのではなく、きちんとニーズを考え、最

小限で行う事が県民と県全体の利益になると考える。 

吉田 平  Ｈ20年度県政に関する世論調査の要望の１位は「高齢者の福

祉を充実する」、２位は「災害から県民を守る」、３位は「医

療サービス体制を整備する」となっております。 

 新年度の骨格予算では国の直轄事業負担金は道路で 170億円

の一方、道路維持補修は、20億円と 10年前の 6 分の 1 です。

県立学校など延べ床面積約 400㎡の県有施設の 4 割は築 30年

以上経過しており、10 年後は 8 割に達します。しかし、長寿命

化のための修繕・更新計画の策定はこれからで、厳しい財政状

況の中、必要な大規模改修も不十分な状況です。 

 公共事業は、①新規事業か既存施設の改善事業か、②国が進

める直轄事業か県事業か、など様々です。安全と県有財産の長

寿命化を確保するため、今後の公共事業は、今までのような新

規大規模事業推進型から既存施設の改善型事業に方向転換す

る必要があると考えます。この改善型公共事業への転換により

地域の中小企業の需要も喚起できると思います。 

 



 ⌐⅔↑╢ ⅛≈ ⌂ ⌐≈™≡ 

 

① 首都圏に位置する千葉県は、海・山等の豊かな自然を大きな財産と保有してい

ると申しても過言でなく、この自然を資本とした観光産業を発展させることは、

千葉県の経済発展に大いに寄与するものと言われております。しかしながら、こ

の資本を有効利用するためのアクセス手段の整備は、未だ不十分なものであると

考えます。東関東自動車道館山線、圏央道、北千葉道路等、国の基幹道路整備は

着々と進んでおりますが、これらに接続する県道、市町村道の整備は大きく立ち

遅れています。 

また、東京圏に近い東葛飾・葛南地域や千葉市中心地域等では、慢性渋滞によ

る経済損失や劣悪な道路事情からの交通事故の多発等がみられ、円滑な移動、子

供やお年寄りが安全に通行できるようにするためには、国の進める東京外郭環状

道路や第二湾岸道路との一体的整備や、既存道路の拡幅や歩道の整備、鉄道との

立体交差事業も含めた整備が必要と考えます。 

今後の千葉県における道路の計画的な整備について貴殿のお考えに近いもの

にひとつだけ○をしていただき、具体的なご見解があればお聞かせください。 

   ａ．観光地、都市部ともに、他の予算を削減、あるいは国の補助金を確保する

等の予算措置をして、計画的な道路整備をしていく 

   ｂ．観光地を優先的に、他の予算を削減、あるいは国の補助金を確保する等の

予算措置をして、計画的な道路整備をしていく 

   ｃ．都市部を優先的に、他の予算を削減、あるいは国の補助金を確保する等の

予算措置をして、計画的な道路整備をしていく 

   ｄ．他の予算を削ることなく、予算の確保が可能であれば、観光地から道路整

備をしていく 

   ｅ．他の予算を削ることなく、予算の確保が可能であれば、都市部から道路整

備をしていく 

   ｆ．現在の千葉県において、道路整備は必要な施策とは考えていないので、関

係予算はむしろ削減し他の施策に回すべきである 

      

 a b c d e f  

白石ますみ       

西尾 憲一    ○  △ 

八田 英之 選択肢なし                 

森田 健作 選択肢には近い解答はありません 

吉田 平 新設の道路は凍結し、既存道路の補修

に重点をおいて実施する。 

 

 

 



   具体的なご見解（特に重点的に実施したい事項、等） 

白石ますみ  千葉県の半島性を解消していくための道路整備は、現状では十

分とはいえない状況にあり、特に観光振興の観点から、道路整備

は不可欠であると考えます。 

 しかし、ながら、現在の財政状況では、すべてを整備すること

は不可能であり、生活道路の維持、補修を第一に考え、その上で、

県土の均衡を図る計画的に幹線道路整備を進めていく必要があ

ると考えております。 

西尾 憲一  設問枝だけを選ぶ回答であれば、d、の 1 項目に○を付けさせ

て頂きます。 

 しかし、道路整備の有り方について総体的見解の視点で見れ

ば、選択枝も尐し変わるとは思います。以下、西尾憲一の見解を

述べさせて頂きます。 

 設問の道路整備の有り方として、都市部、観光地のどちらを優

先するのかを問われているように感じますが都市部の道路交通

網は、完成度が高いと思われます。ただ、狭い広いの質的問題で

言えば、問題がないという積もりはありません。 

 又、道路整備必要理由を車の慢性的渋滞による経済的損失、交

通事故発生防止、安全交通を掲げていることの問題認識は、私西

尾憲一も共有しています。 

 しかし、環境学派に一部から、車社会イコール道路整備を広げ

ることへの警鐘として、道路整備イコール車渋滞の減尐に繫がら

ない。いい例として物が溜まるからと言って、更に大きな物入れ

を作れば、更にものが溜まると言う現象と同じであると言ってい

ます。聞くべき警鐘と考えております。 

 だからと言って、道路整備を反対するものではありませんが、

都市部への車乗り入れ制限や、地域によって軽自動車以外認めな

いとか、道路思想への見直しと、急速な経済環境変化による車保

有の現象を踏まえて、f の選択肢もあっていいかなと思っていま

す。 

八田 英之  現下の情勢のもとで、他の予算を削って道路に充当することは

不可能です。巨大道路、高速道路優先から、生活道路整備（歩道

整備、拡幅、交差点改良等々）重点に転換することがまず第一で

す。その上で、都市部が先か、観光地が先かは一概に言えず、個々

の具体的な緊急度に応じて対応する必要があると考えます。 

森田 健作  上記の選択肢には近い解答がありません。 

 県の総体的予算をなるべく削る事なく、また国の補助やその機

能による経済効果より予算を確保し、観光地、都市部プライオリ



ティーを考え整備すべきである。 

吉田 平  昨年 11月に国土交通省は、従来の推計を下方修正した将来交

通需要推計をまとめました。同省の道路整備の「新たな中期計画」

によれば、道路特定財源の廃止に際し、今までの事業費ありきの

計画を改めて最新のデータに基づく交通需要推計結果をもとに

事業評価を厳格に実施するとあります。今後、高齢化や人口減尐

による交通量の減尐が予想される中、県内の新規の高規格道路及

びネットワークについては、地域振興、経済波及効果や公共交通

とのバランス、財源等を評価の上、県民の声を踏まえて事業化さ

れるものと考えます、一方、既存道路の維持管理、整備の充実は

安全対策の上でも優先して実施されるべきものと考えています。 

 

② 現在、国では、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並

びに筆界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する「地

籍調査」を推進するため、都市部を中心に土地活用促進調査を実施しています。 

「地籍調査」には、土地取引の円滑化、公共事業の円滑な推進、万一の災害時

の復旧への障害回避、固定資産税等税負担の公平化（税収の増）等、様々な効果

とともに、雇用の確保を図るという効果も大いに期待できます。 

この「地籍調査」の進捗率は、千葉県では全国平均 48％に対して 13％にとど

まっています。 

「地籍調査」の事業主体は市町村でありますが、国及び県は実施市町村を指導

し、補助金を交付するという役割を担うこととなっています。 

千葉県における「地籍調査」の推進について一番近いお考えに○をしていだき、

具体的なご見解をお聞かせください。 

 

   ａ．数値目標を定めて積極的に予算措置をするとともに、市町村を指導して推

進していく → 数値目標があればお書きください（平成   年までに

進捗率    ％達成） 

   ｂ．市町村を指導し、市町村からの要請があれば予算措置をして推進していく 

   ｃ．市町村からの要請があっても、予算の範囲内で実施するしかない 

   ｄ．現在の千葉県において、地籍調査は、特に必要な施策とは考えていないの

で、関係予算はむしろ削減し他の施策に回すべきである 

 a b c d 

白石ますみ     

西尾 憲一 ○ ○   

八田 英之  ○   

森田 健作  ○   

吉田 平   ○  



 

    具体的なご見解（地籍調査に対する意見、等） 

白石ますみ  地籍調査については、事業主体は市町村でありますが、県土

発展の基礎となるものであり、その必要性は十分理解していま

す。 

 こうしたことから、県としても地籍調査事業の推進に向け

て、積極的に支援していくことが必要であると考えておりま

す。 

西尾  憲一  設問枝だけを選ぶ回答であれば、b、の 1 項目に○を付けさ

せて頂きます。 

 しかし、地籍調査制度に対する重要度の認識から見れば、選

択枝は尐し変わるとは思います。以下西尾憲一の見解を述べさ

せて頂きます。 

 地籍調査が持つ社会的重要度から見れば、予算の許す限り進

捗率を上げるべきと考えます。しかし、一方で土地保有面積の

確定に繫がる意味は、個人の含み財産を表沙汰にすることを喜

ばない、江戸時代以来の課税逃れに対する意識の変革対策をし

ない限り制度達成は、難しいと思います。 

 従って、選択枝は、b、にしましたが本来は、a、でありたい

と思います。 

八田 英之  千葉県の進捗が全国に比して極端に低いことに驚きました。

何が原因なのか調査解明のうえ、その促進をはかりたいと思い

ます。 

森田 健作  市町村を指導し、市町村からの要請があった場合、きちんと

した審査を行った上で、予算を考慮した上で推進を決定する。 

吉田 平  全国平均を大きく下回っていますが、財源難の折ですので、

予算の枞内で実施したいと考えます。 

 

 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡ 

 

 現在千葉県においては、公共工事については、工事の金額内容によりプロポーザル

方式、総合評価落札方式、一般競争方式、指名競争方式を実施しています。また、国

の低価格入札調査制度による調査基準価格と失格基準価格を設けて、品質の確保とダ

ンピングの防止を行っております。 

 一方、委託業務においては、一部プロポーザル方式をとるものを除き、原則指名競

争方式とされ、平成 21年度から、一部の業務に簡易公募型指名競争方式の試行、低

価格入札調査制度を導入することとされています。 

また、一部市町村においては、一般競争方式の導入により不適格業者がダンピング

を行い、これに対抗するために優良な業者さえも極端な低入札を行うという、悪循環



が発生しています。 

安易に一般競争を導入する「安ければ良い」との思想は、企業経営者だけでなく労

働者に与える影響を全く考慮しない無責任な施策と言わざるを得ません。 

低入札は、公共事業の上流に位置する重要な委託業務の品質を確保できない恐れが

あるばかりでなく、委託業界企業に働く県民職員の給料の低下、待遇の悪化、雇用の

不安定をもたらしており、官による格差社会の助長ともいえる事態となっています。

特に、私ども建設関連委託業務の業務費のほとんどは人件費で構成されており、予定

価格の 30％－40％での落札が何をもたらすかは火を見るより明らかであります。 

このようななか、神奈川県では最低制限価格の率を予定価格の 80％（地質調査業務

は 85％）と設定し、平成 21年度から実施するとの発表がありました。 

私ども、五団体交流会では、当面の低入札による弊害を防ぐため、とりあえず「最

低制限価格制度」（工事における失格価格制度にあたります）を導入いただけるよう

要望をしていることころであります。また、将来的には、技術と品質に優れた企業が

生き残ることのできる入札契約方式を、地域のまじめに努力する企業が報われるよう

な視点から提案してまいりたいと考えています。 

千葉県における、建設関連委託業務の入札契約方式について、貴殿のお考えに近い

ものに○をしていただき、あわせて具体的なご見解をお聞かせください。 

 

 ① 最低制限価格について 

   ａ．最低制限価格を直ちに導入すべきである 

     →最低制限価格の予定価格に対する率（    ％）が適当である 

   ｂ．最低制限価格を導入する方向で検討したい 

     →最低制限価格の予定価格に対する率（    ％）が適当である 

   ｃ．最低制限価格の導入の要否又は可否については今後検討したい 

d ．最低制限価格は導入しないつもりである 

     

 a b c d 

白石ますみ     

西尾 憲一   ○  

八田 英之  ○ 80%   

森田 健作   ○  

吉田 平  ○ 80%   

 

具体的なご見解（入札契約制度に対する意見、等） 

白石ますみ  

西尾 憲一  設問枝だけを選ぶ回答であれば、c、の 1 項目に○を付けさ

せて頂きます。 

 入札制度に対する認識度から見れば、選択枝は尐し変わると



思います。 

 以下西尾憲一の見解を述べさせて頂きます。 

 入札制度の大きな問題は、品質保証の中身を公表しない価格

競争にあります。 

 それと、担税者からみた公共事業額の設定評価制度が無いこ

とです。 

 特に、後段の担税者評価（これだけなら負担してもいいと言

うコンセンサス制度）を無視して高い安いを決めている。例え

高額負担であってもコンセンサスが出来るなら、設計価格満額

であっても許されるという思想を、西尾憲一は持っています。

それから、物によって（ＩＴ関係）国外に外注することでダン

ピングと云われる価格であっても、適正利益を確保出来る場合

もあります。従って、入札のケースケースで、最低価格予定率

を定めなければならないケース、競争が相応しいケース毎の方

式を選択出来る制度でありたいと西尾憲一は思います。 

八田 英之  公共事業において自治体の発注経費を尐しでも節約するこ

とは無論大切ですが、「安ければよい」として際限の無い低価

格競争を強いることは適切ではありません。公共事業の質の確

保、工事で働く労働者の労働条件などに十分考慮を払うべきな

のは、ご指摘のとおりです。この点で、最低制限価格の設定に

は一定の合理性があると考えます。同時に、後を絶たない談合

を防止し、公明正大な入札をおこなうためには、一般競争入札

方式がベターだと考えます。なお上記選択で、市町村への「指

導」は、市町村の自治の観点から、「援助」の意味合いで選択

していることを申し添えます。 

森田 健作  

吉田 平  

 

  ② 建設関連委託業務の入札契約制度として最も望ましい方式について 

   ａ．指名競争方式 

   ｂ．総合評価落札方式 

   ｃ．一般競争方式 

 a b c 

白石ますみ    

西尾 憲一    

八田 英之   ○ 

森田 健作   ○ 

吉田 平  ○  



 

具体的なご見解（入札契約制度に対する意見、等） 

白石ますみ  

西尾  憲一  残念ながら、何れも選択枝がないので○を付けません。 

 理由は、前項で述べてあります。 

八田 英之  ①に記載 

森田 健作  

吉田 平  

 

  ③ 県内市町村の入札契約制度について 

   ａ．県は、地域業者の育成や雇用の安定の観点から、入札契約方式について市

町村を指導すべきであると考える 

   ｂ．県は、入札契約方式について市町村を指導する立場にない 

      

 a b 

白石ますみ   

西尾 憲一  ○ 

八田 英之 ○  

森田 健作 ○  

吉田 平  ○ 

 

白石ますみ  

西尾  憲一 地方分権制度の精神からいって、b、の項目に○を付けさせ

て頂きます。 

県が市町村の上位機関であるにしても、入札制度の実施はそ 

れぞれの市町村にあります。単に、県の実例を参考として情報 

提供程度ならば、許されるでしょうが、設問の a はあり得ない 

と思います。 

八田 英之  ①に記載 

森田 健作  入札においては、公平かつ明朗に行わなければならない。県

民の利益を考えると共に公正な価格とパフォーマンスが絶対

に不可欠である。 

吉田 平  入札は、行財政改革の面からも重要な課題です。透明性の確

保、価格だけでない視点を加えることなど検討をしたいと考え

ます。 

 

 

 



 ⌐⅔↑╢ ⌐⅔↑╢ ─ ה ⌐≈™≡ 

 

 現在、業種によるバラつきはありますが、千葉県発注の建設関連委託業務全体の約

半分以上程度（金額比）を県外業者が受注しているというデータがあります。 

私どもでは県内業者の技術力のアップ、資格要件の充実等資質の向上に努めている

ところでありますが、各業界を取り巻く環境は厳しく、公共事業量の減尐、競争の激

化により、資質向上に費やす資力・体力さえも失いつつあります。 

 そのような状況にありながら、県外大手企業に対抗するための体制整備に努力して

いる企業や、協同組合を設立し受注対象業務範囲を拡大する等、受注体制を整えてい

る業界もあります。 

千葉県における、建設関連委託業務への中小企業活用と育成について、貴殿のお考

えに近いものにいくつでも○をしていただき、具体的なご見解をお聞かせください。 

 

   ａ．中小企業協同組合への随意契約を活用し、県内中小企業者が受注できるよ

うにするべきである 

   ｂ．県内中小企業者が入札に参加できるよう、参加要件を見直して、結果とし

て県内企業が受注できるようにするべきである 

   ｃ．県内中小企業と県外大手企業は対等に競争をすべきであり、配慮は不要で

ある 

 a b c 

白石ますみ    

西尾 憲一  ○ △ 

八田 英之  ○  

森田 健作  ○  

吉田 平  ○  

 

   具体的なご見解（中小企業の活用育成に対する意見、等） 

白石ますみ  

西尾 憲一  県という地方行政を優先する意味で、b, の項目に○を付けさせ

て頂きます。 

 設問の c、も、公平な立場で言えば、選択枝があるかなと思い

ます。その為には、県内中小企業で技術能力が高いメンバーがＪ

Ｖを組む等の要件を前提に、経営事項審査準点を特別加算する等

して、県外大手企業と対等に競争させる条件造りが可能であると

いう前提が付きます。 

八田 英之  県発注の公共事業が、県外大手に流れるのではなく、県内中小

企業を潤わすものとなるべきなのは当然です。両者の間には歴然

たる競争力の差があるわけですから、それを十分に考慮した入札



条件を工夫し、結果として県内中小企業が受注できるようにした

いと思います。 

森田 健作  県内中小企業者が事由に入札出きるようにし、共に技術力をア

ップさせながら質の向上をはかって行かなければならない。 

吉田 平  県内中小企業が、入札に参加し、受注できるようにするための

方策を検討したいと考えています。 

                                        

 . ∕─ ⌐⅔↑╢ №╢™│ ⌐ ∆╢↔ ⅜№╣┌

⅔ ⅝ↄ∞↕™⁹ 

 

白石ますみ  

西尾 憲一  西尾憲一が、設問業界の皆様に要望したいことを次に申し上げ

ます。 

 県として考えるべき公共事業は、予算を組めれば沢山ありま

す。 

 学校及び病院、県有施設等の建物の耐震、免震、制震工事を初

めとして、都市計画で眠っている事業計画道路事業、、防災工事

としての河川工事、江戸川左岸下水処理場工事と枚挙がありませ

ん。こうした工事を先延ばしして、何時着工出来るか分からない

工事にしてしまっている現状を見直したいと思います。 

 考え方として、民間先立て換え工事というＰＦＩ方式の活用を

増やしてゆく事が必要と考えていますが、出来るだけ借金工事は

抑制すべきと考えます。 

 従って、県所有遊休地の土地有効活用を民間でプロポザールを

する。 

 例えば、土地を１００年の定期借地権を設定し、上物建設費用

を県民のファンドで集め、建設事業者が上物利用料で返済して行

くと言った、県予算に頼らない方式に知恵を出しあってくれる事

業を積極的に応援したいと思います。 

 又、此れと似た方式で共同溝建設に利用権を附帯し、建設費用

を各自治体が利用料として払うといったインフラ工事向けの方

式があります。 

 もっとも、再開発で出来たビルが、市場価格を無視した利用単

価で自治体負担義務になるような問題も発生してはいますが、市

場と相談出来る単価ならば、推奨し業界の皆さんと公開で協議し

たいと思います。 

八田 英之  国と地方をつうじて、暮らしと雇用をあたためる生活・環境型

公共事業への質的転換へ、世論をつくりあげてまいりましょう。 



森田 健作  

吉田 平  

 

６. その他 

白石ますみ  公開質問状については、総括的にお答えさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 私は、誰もが暮らしやすい千葉県を実現したいと考えてお

り、県民一人ひとりが自分に合ったライフスタイル実現するこ

とができる選択可能性を広げていくことが大切であると思っ

ております。 

 私は、経済危機をはじめとする千葉の難局と困難に立ち向か

い、閉塞感を打ち破り、「千葉をよみがえらせる」ための施策、 

事業を展開してまいります。 

 「よみがえれ！千葉」を政策の基本的な方向として、 

・ 「いのちを育む医療と福祉」（安心安全の体制整備） 

・ 「未来の千葉経済への先行投資」（成長創造インフラの   

整備」 

・ 「未来を担う人『財』を育む教育立県」（教育インフラ

の整備） 

の３つの基本目標のもとで、各施策、事業を展開してまいりま

す。 

 そして、３つの目標を実現するために、３つの「わ」（輪・

話・和）を大切にし、無駄の徹底排除などの県政改革を進め、

県民の真のニーズにあった施策事業への予算の重点配分を行

ってまいります。 

西尾  憲一  

八田 英之  

森田 健作  

吉田 平  

 

 

公開質問状及び回答書・問い合わせ先 

 

〒260- 0013 千葉市中央区登戸 1- 23- 16 六羊ビル 

千葉県補償コンサルタント協議会 

電話 043- 203- 6260、E- Mail  jimukyoku@ccca.gr.jp  


